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は じ め に

現代社会において自動車や二輪車等は、私たちの生活になくてはなら

ないものとなっていますが、他方で、多発する交通事故が大きな課題と

なっており、事故の未然防止に向け、学校における交通安全教育は大変

重要であります。

本県におきましても、昨年度、児童生徒の交通死亡事故が４件発生し

たほか、生徒が加害者となる重大事故も１件発生しており、尊い命を守

り、被害者にも加害者にもならないよう、交通安全教育の一層の充実が

求められています。

交通事故防止に向けては、幼児児童生徒一人ひとりが、「自分の命は

自分で守る」という高い安全意識を育み、かけがえのない自他の命を尊

重し、正しい交通ルール・マナーの実践に努める必要があります。

このため、現在、交通安全教育については、幼児児童生徒が自らの安

全を自ら確保しようとする主体的な態度の育成をめざす教育へと、質的

な変換が求められており、具体的な事故事例や危険箇所情報等に基づい

た安全指導の徹底とともに、自転車教室や通学路の安全マップづくり等

の体験的な学習や、危険予測学習（ＫＹＴ）を活用し、幼児児童生徒の

危険予測・回避能力を育むことが大切であると考えられています。

特に、危険予測学習は、幼児児童生徒が、自他の行動の変化に伴い、

身の回りの道路や交通の状況も変化することに関心をもつことで、自ず

と危険を予測し、自ら安全に行動する力を育むことができる大変有効な

学習方法であります。

つきましては、この度、危険予測学習による自転車交通安全教育教材

をまとめましたので、是非、御活用いただき、交通安全教育の一層の充

実を図っていただきますとともに、学校安全・学校危機管理の強化に努

められ、安心・安全な学校づくりを積極的に推進していただきますよう

お願いします。

平成２１年２月

山口県教育委員会教育長 藤 井 俊 彦



はじめにお読みください !

危険予測学習とは

① 危険予測学習とは ？

学習者が、教材である絵や写真などに潜んでいる危険を予想し指摘しあう

ことで、現実生活の危険に気付き、危険に遭遇しないためにはどのように

行動するのかを考え、自ら安全な行動がとれるよう安全意識を高めること

を目的とする学習活動です。危険予知訓練とも呼ばれています。

「危険予測学習」は、学校安全の３領域である「防犯を含む生活安全・交

通安全・災害安全」すべてでの活用意義が認められています。

② どのような教材を使うの ？

以下のような、絵(イラスト)や写真を使い、現実に起こりえる事故場面を

想定し学習します。

絵は、内閣府「交通安全総合ネットワーク『Cross Road』」等を活用した

り、写真は、近隣の危険箇所などを撮影し教材とします。

③ どのような効果が期待されるの ？

交通安全教育においても、子どもたち自身が主体的な学習によって、危険

に気付き、自ら安全意識を高めていくことが期待されています。

この点で、自分で考え、グループで話し合い、望ましい行動を自ら選択決

定する「危険予測学習」ほどふさわしい活動はありません。

「危険予測学習」に取り組む過程で、交通ルールの理解や遵守、横断歩道

や踏切の渡り方、幼児や高齢者等への安全配慮、自転車の安全運転の徹底

等について、子どもたちの十分な実践力を育んでください。

２～３頁 参照



学校での取組は

① 本教材集は、どのように活用すればいいの ？

子どもたちの交通安全意識を高め、様々な交通場面における危険予測・回

避能力を育むためには、計画的な交通安全教育に取り組むことが必要です。

このため、学期に一度以上、様々な機会を捉えて本教材集を活用するなど

して「危険予測学習」に取り組むことが望まれます。

② 短い学習時間で取り組むことはできるの ？

短い学習時間で取り組むことができるよう、本教材集の指導案は、起承転

結で展開する「４ラウンド法」を採用しています。

学級活動（ロングホームルーム）はもちろん、朝の会などでも取り組むこ

とができます。一教材を数度に分けて実施することも可能です。

なお、本教材を活用するに当たっては、学習時間に合わせ、質問を工夫し

たり、子どもたちの活動を工夫したりしてください。

③ どのような教材が掲載されているの ？

典型的な事故事案をもとに、以下の教材を掲載しています。

教材 事 例 頁

① 信号機のある交差点の危険 ８

② 踏切横断の危険 １０

③ 停車中の車両間の横断の危険 １２

④ 右側通行の危険 １４

⑤ 一時停止線無視の危険（坂道走行の危険） １６

⑥ 無灯火運転の危険 １８

⑦ 歩道走行の危険 ２０

⑧ 停車車両の追い越しの危険 ２２

⑨ 減速した車両の左側を追い抜く危険 ２４

⑩ グループ走行の危険 ２６

※ 本教材集は、②「踏切横断の危険」以外は、内閣府･政策統括官付交通安全対策担

当が管理･運営するWeb頁「交通安全総合ネットワーク『Cross Road』」に掲載されて

いる絵を活用しています。

※ 幼稚園の学習教材として、「ひらくとわかる！こうつうルール」（財団法人日

本交通安全教育普及協会発行）があります。

１～２頁 参照
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１ 危険予測学習の進め方

（１）危険予測学習（ＫＹＴ）とは

危険予測学習は、危険予知訓練とも言う。1970年代に労働省関係の中央労働災

害防止協会や日本企業が、ヨーロッパにおいて交通安全教育に使われていたシー

トに注目し、工場での製造作業等の事故発生を未然に防ぐことを目的に、その作

業に潜む危険を事前に予想し、指摘しあう訓練として発達してきた。呼称として、

危険予知訓練のローマ字表記である「Kiken Yochi Training」の頭文字をとって

ＫＹＴ（ケーワイティー）とも呼ばれる。

その後、社会人の交通安全教育での活用も広がり、文部科学省は平成１４年３

月に「交通安全に関する危険予測学習教材（小学校４～６年生用）『次はどうな

る？』」をまとめ、全国の小学校に配付した。

現在では、学校安全の３分野である「防犯を含む生活安全・交通安全・災害安

全」における安全教育での活用意義が認められており、簡単な学習を通じ、幼児

児童生徒（以下「児童等」という。）が危険性を主体的に学び、事前に予測でき

る事故や災害の発生を未然に防止できる有効な手法とされている。

（２）活動手法

短い時間を活用した危険予測学習の活動手法として以下に示す「４ラウンド法」

が一般的である。

企業などでは、作業にかかる前、ミーティングの中で、その作業に潜む危険を

短時間で話し合い、「これは危ないなぁ」と危険に気付き、これに対する対策を

決め、行動目標を立て、一人ひとりが実践するという取組を行っている。

学校の安全教育においても、同様な活動が考えられ、交通安全教育の活用例と

して「（４）交通安全ＫＹＴの展開例」を示す。

段階 活動目標 活動内容

現状把握 どんな危険が、 ・どのような危険が潜んでいるか、問題点を指

潜んでいるか 摘させる。

・問題点の指摘は自由に行わせ、他のメンバー

の指摘内容を批判するようなことは避ける。

本質追究 これが、危険の ・指摘内容が一通り出揃ったところで、その問

ポイントだ 題点の原因などについてメンバー間で検討さ

せ、問題点を整理する。

対策樹立 あなたなら、ど ・整理した問題点について、改善策、解決策な
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うする どをメンバーにあげさせる。

目標設定 私たちは、こう ・あがった解決策などをメンバー間で討議、合

する 意の上、まとめさせる。

・合意結果は、掲示したり、ミーティングなど

で情報交換したりして、メンバー間の共通認識

として情報を共有し、事前の危険回避を図る。

・このような活動を定期的に行ううちに、日常

の作業をただ流すだけでなく、常に、何か危険

は潜んでいないかと各自に考える習慣を身につ

けさせることも期待できる。

（３）交通安全ＫＹＴのねらい

交通安全教育における危険予測学習のねらい等について、大阪大学名誉教授、

長山泰久氏が以下のように語っている。

「車を運転する場合にも、歩く場合にも、安全上、今の状況から『次はどう

なるか』が読めている必要がある。

危険予測は、今日、強調されている参加型教育を行うにあたっての最良の教

材である。事態はどのように展開し、どのような危険がおこり得るか各人が話

し合うことで、自分が考えてもいなかったことを人の意見から学び取ることが

できる。

今後の危険予測教育の課題を考えるにあたって、運転者教育から歩行者・自

転車の教育へ、ヒューマンファクターレベルの危険要因を用いた教育への展開

などが考えられる。

幼児段階では『次はどうなるのでしょう？』『何をしたがっているのでしょ

う？』と、危険予測のもととなる心の働かせ方を訓練しておく必要がある。小

学校・中学校・高等学校と進むにつれて、歩行中、自転車乗車中、原付運転中

と訓練し、いつも次の状況を考え、そこで出会う人の心を読む習慣が身につい

た人作りを試みる必要がある。

事故発生要因を分析してみると、事故原因となる運転者が犯すヒューマンエ

ラーの背後には、ヒューマンファクターといわれる人間の心理に基づく問題が

多いことが明らかになる。

例えば、『深夜だから車も人も通らない』と思い込んでいると安全確認は行

われない。安全確認を怠ることがエラーであり、車も人も通らないとの思い込

みがヒューマンファクターである。思い込み以外にも、興味・関心対象への脇
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見、急ぎの気持ちなどがヒューマンファクターレベルの危険要因である。これ

らの人間が陥る落とし穴であるヒューマンファクターレベルの危険源に関して

の危険予測を採用することが必要である。」

（社団法人日本損害保険協会「予防時報」2002年7月号から抜粋・要約）

また、文部科学省作成「交通安全に関する危険予測学習教材（小学校４～６年

生用）」後書きには、以下のようにある。

最近、交通安全教育の新しい教育内容・方法として「危険予測」が提起され

てきています。今回作成した、小学校４～６年生対象の交通安全に開する危険

予測学習教材「次はどうなる？」が、各学校で活用されることによって、交通

安全教育の大きな質の転換が期待されます。

道路上を歩き、自転車に乗り、また自動車に同乗するなど、子どもたちはさ

まざまな形で交通社会に参加しており、道路交通の中で安全に行動するために

は、交通ルールを守るとともに、行動の経過にともない状況がどう展開し、変

化するかについて関心をもつことが非常に重要です。例えば、その場面に即し

て「次はどうなるか？」「あの人の気持ちは？」ということを常に考え、その

展開を読める（予測できる）力を身に付けることにより、「危険予測」は危険

に対処するとともに、人の心を理解し、読む（予測する）というような人間の

感性を磨くことに繋がります。

本教材は、危険を含んだ場面のイラストを元に、子どもたちがそこで生じ得

る危険状況をイメージし、皆で考えを述べ合い、その危険に対してどのように

対応すればよいかを話し合う参加型学習ができるように工夫しています。

また、危険予測の訓練（学習）は頭の中で「こういう場面・状況ではこのよ

うに事態は展開する」というイメージを描くところから始まり、具体的にイメ

ージを描く訓練によって、イメージ豊かな人間が形成されます。

さらに、そこから一歩進んで、イラストと同様な、そして類似の現実の場面

で、観察・体験学習に発展させ、事実をよく理解することが必要です。そして

学んだことを現実の場面で実践し、いつも安全－危険を考えながら行動できる

力の基盤を身に付けることにより、生涯にわたって安全な生活が可能となるの

です。
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（４）交通安全ＫＹＴの展開例

通学路等の何気ない日常の風景を写真に撮ったり、イラスト図として書いたり

して、それらを児童等の前に提示し、以下の展開で学習する。

なお、学習時間は、１単位時間を使う活動、朝の会・終わりの会など短い時間

での活動の両方が想定される。

学習内容 指導上の留意事項等

①交通状況の読み ・自らがイラスト中の歩行者の立場となって、状況を

取り 詳しく把握させる。

(個人～発表) ・言葉で表現し、発表させる。

②危険の予測と、 ・この場面で起こり得る危険を発見・予測し、その根

重大な危険の選 拠を述べさせる。

定 ・どのような意見でも肯定的に受容する。

(発表～話し合い) ・「見えている危険」と「見えていない危険」に分け

て板書するのもよい。

・最も危険な項目を２～３選定する。

③回避方法の考察 ・どのようにしたら危険が回避できるか、話し合わせ

(話し合い) る。

・自己、他者が陥りやすい心理特性なども考えて、最

もふさわしい方法を話し合わせる。

・回避方法の根拠を明らかにさせる。

④まとめ ・自分の言葉でまとめさせる。

自分が取る行動の危険性

危険予測の重要性「自分の命は自分で守る」

危険回避の具体的行動の明確化

人命尊重の意識の醸成

※ 学習内容の②を「危険の予測」と「重大な危険の選定」の２段階と捉え、全体を５段

階で展開する方法もある。

※ 資料は印刷したり、プロジェクター等で提示したりするとよい。

※ 学級活動の１単位時間や朝の会等を活用し実施する。

※ 一斉学習だけでなく、導入後、４、５人のグループに分けて、①②③の活動を行い、

最後にグループごとにまとめを発表させる方法もよい。

※ グループで進める場合は、簡単なワークシートを作成し記入させるとよい。

※ イラストの代わりに、学校周辺の危険な場所の写真等を用いるなど、各校の実情に応

じて工夫するとよい。
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２ 本県児童等の自転車事故状況等

（１）過去の自転車事故状況

県教委への交通事故報告件数や、それに含まれる自転車事故件数の推移等につい

て分析する。

報告件数は、１４年度１１４件から１９年度６７件へと大幅に減少しており、今

年度もほぼ同様な傾向である。

しかし、自転車事故件数は、横ばい傾向であり、全報告件数のうちの割合が高ま

っており課題が残る。特に、図３に示したように、中学生は報告件数の７割弱が自

転車事故であり、対策が急務である。

また、近年、自転車運転中の死亡事故が増加するとともに、昨年度は、自転車に

よる加害死亡事故も発生するなど、自転車安全教育の充実が喫緊の課題である。

〔表１：交通事故報告件数の推移〕

H14 H15 H16 H17 H18 H19

小 中 高 小 中 高 小 中 高 小 中 高 小 中 高 小 中 高

56 28 30 56 34 23 62 18 23 36 22 30 23 17 16 29 24 14
報告件数

114 113 103 88 56 67

自 転 車 22 14 12 14 26 9 24 14 9 13 15 19 12 ９ ６ 12 17 10

事故件数 48 49 47 47 27 39

死 亡 1 1 2 4 0 0 3 0 2 0 1 0 2 1 0 1 2 1

被害者数 ４ ４ ５ 1 ３ ４

55 28 28 55 34 24 59 18 23 36 21 30 22 16 16 28 22 13
傷 者 数

111 113 100 87 54 63

※ 本件数は、交通事故により１週間以上の加療を要する児童等の事故報告。特別支援学校も含む。

〔図１：交通事故報告件数の推移〕 〔図２：交通事故死亡者数の推移〕
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〔図３：交通事故件数に占める自転車事故の割合〕

（２）自転車の事故事例

以下は、本県児童等の過去４年間の自転

車に係る死亡事故を分析したものである。

① ・交差点横断歩道上（横断歩道信 ２件

号は青）で、左折車に巻き込まれ

る

・時差式信号で片側が赤になった １件

際、上下線とも赤と勘違いし交差

点に侵入

② ・手前車線を車が通過した直後、 ２件

道路を横断、次の車線の車と衝突

③ ・見通しの悪い下り坂カーブを右 １件

側通行し、カーブで車と衝突

④ ・踏切で列車にはねられる １件

⑤ ・歩道上での接触（加害事故） １件

一般的に、自転車事故は、車道では突然

の横断や右側通行、横断歩道では右左折車

の巻き込み、歩道では歩行者との接触が多

いと言われている。本県の重大事故も、多

くが典型的であり、日々の交通安全教育の積

み重ねが大切であることが分かる。

特に、児童等が、自ら、交通ルールを遵守するとともに、横断歩道信号が青に

なった場合も左右確認を行うなど、実技訓練や危険予測学習により、高い安全意識

を育む必要がある。

小学校

自転車 97件(37%)

自転車以外 165件(63%)

中学校

自転車 95件(67%)

自転車以外 47件(33%)

高 校

自転車 65件(47%)

自転車以外 72件(53%)

道路の右側通行による危険

交差点横断歩道上での危険
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＜資料２＞

教材（イラスト）の作り方

本教材集の教材(イラスト)の作成方法について紹介します。

１ 内閣府が管理する下記「交通安全総合ネットワーク『Cross Road』」にアクセスする。
http://www.cross-road.go.jp/about_cr.php

２ メニューの「交通安全教育」をクリックすると、次の３つのページ(1)(2)(3)が示さ

れる。

(1)交通安全教育教材

危険予測トレーニング ：教材とシート

テスト等 ：交通安全に関するテスト

ビジュアル教材 ：様々な教材・イラスト

3262「生活道路における危険が潜む場所」

自転車の交通安全

・

・

(2)教材用素材集

様々な交通イラスト（部品・背景）が数多くある。

(3)交通安全イラスト

３ のページにあるイラストや背景を組み合わせて資料を作成する。

○ 資料を印刷して切り貼りする。

○ 電子データとして作成・加工するには、画像編集ソフトが必要。

※ (1)の3262「生活道路における危険が潜む場所」を背景として利用したい場合は、

画像編集ソフトを利用して一部を加工（人間や車を消したりする）する。本 Web ペ
ージ内の画像の加工による教材シートの作成は、内閣府の了解を得ている。

http://www.cross-road.go.jp/about_cr.php
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＜資料３＞

実践事例「県立宇部中央高等学校 －ＬＨＲを活用したＫＹＴ学習－」

県立宇部中央高等学校は、文部科学省委託事業である平成 20 年度交通安全教育推進事業（実
践地域事業）推進校に指定され、生徒一人ひとりの高い安全意識の醸成に向け、学校教育全体を

通じて交通安全教育を展開しています。

ここでは、ロングホームルームを活用した危険予測学習（ＫＹＴ）の実践事例を紹介します。

当校では、予め、教職員研修として指導教員を中心に本教材に取り組んでいます。

「 交通安全ＬＨＲ（ＫＹＴ学習）の進め方 」 （担任用）

順序 学習過程 内 容 時 間

本時のねらいの説明 ・ＫＹＴ学習の意味（自分で考えて危険を予測し ５分程度

回避する）を説明する

・活発なグループ討議で理解を深める

導入 班編制の発表（司会 ・司会、記録の役割を説明する

・記録の指名） ・机を動かして班で固まる

資料配付 ・カラー印刷の前景図（黒板に掲示） 次頁参照

・個人用ワークシート、前景図（生徒各自へ）

・取りまとめ用ワークシート（記録の生徒へ）

１ 場面の読み取り ・各自で個人用ワークシートに書き込ませる ３分程度

・頃合いを見てグループ内で発表しあう ７分程度

２ 危険の予測 ・各自で個人用ワークシートに書き込ませる ３分程度

・頃合いを見てグループ内で発表しあう ７分程度

３ 危険の絞り込み ・グループ内で最も起こりやすくて重大な危険を ５分程度

決定する（１～３位の順位付けを行う）

・なぜ危険なのかについても意見を交換させる

４ 危険回避の方法検討 ・１位になった危険を回避する方法をグループで ５分程度

話し合う

５ 記録による発表 ・各班１～２分で発表する １０分程度

・適宜、助言を加えたり、生徒の質問などを促す

まとめ 本時のまとめ ・事故発生時の俯瞰図を各班に配付する ５分

・生徒の危険予測・危険回避方法が有効であった

かを検証する

・今後の生活の中で実践できるように意識付ける

※ 各段階での詳しい留意事項は指導案を参考にしてください。

※ 基本的に生徒主体で討議させますが、スムーズな意見交換ができるように適宜、助言し

てください。

※ 指導展開は、日本交通安全教育普及協会が示す「５段階学習」に従っています。

※ 活用したＫＹＴ資料（前景図）は、日本交通安全教育普及協会「自転車利用における交

通安全・危険予測シュミレーション」（平成１６年度）による。



ＫＹＴ学習（危険予測学習） 
○ 今あなたは自転車に乗って信号のある交差点を直進しようとしています。 

前方の信号は青です。この後どのような危険が予想されますか？ 
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危険予測学習（ＫＹＴ）学習指導案 平成２０年１０月２９日 ＬＨＲ

題 材 自転車乗車時における、交通量の多い信号のある交差点を横断する際の危険

題材設定の理由 交通量の多い交差点で交通事故にあうと、重大な被害を受ける可能性が高い。生

徒の命を守るためにも本題材を設定した。

指導のねらい 交通事故の多くが交差点内で発生している。交差点には様々な危険が潜んでいる

が、信号のある交差点を横断する際、「信号があるから安全」「自動車は自分の存在

に気付いている」と思いこみ、自動車に対する注意を怠ってしまう傾向がある。信

号の表示のみを信じるのではなく、自分の目で安全確認をする必要があることを理

解させる。

事前の準備 ・交通場面の前景図（各生徒に１枚（白黒）、黒板に掲示用１枚（カラー））

・事故場面の俯瞰図（各班に配付）

・班編制（一班５～６人）

・班の中での司会、記録の決定

学習内容 学習活動 指導上の留意点

導 ５ ○本時目的と内容 ・本時の学習活動のねらいや方法を理 ・机を合わせて班を編成し着

・資料配付 解する。 席させる。

入 分 ・資料の活用方法 ・自分自身が自転車に乗った立場で、 ・司会と記録の役割を確認さ

・学習活動の流れ 交差点走行時の危険の予測や回避方 せる。

法を学習することを確認する。 ・活発に意見を出し合うよう

にさせる。

展 40 １ 場面の読み取り １ 絵からどのような交通状況かを読み ・司会の積極的な進行を促す。

道路交通場面の前 取って、各自が個人用ワークシート ・ワークシートを活用させる。

開 分 景図を見て交通状況 に書き込み、それを司会を中心に発 ・どのような意見も受け入れ

をできるだけ詳細に 表し合い、記録がまとめる。 て、楽しく意見交換ができ

把握する。 る雰囲気となるように配慮

する。

＜予想される主な発言内容＞ ・読みの鋭い意見に注目させ

・信号待ちの女性がいる。 る。

・トラックが左折しようとしている。

・交差点内の白い車が右折しようとしている。

・接骨院の曲がり角の見通しが悪い。

・自転車横断帯がある。

・交通量の多そうな大きい交差点である。

２ 危険の予測 ２ この交通状況から予測される危険を

（場面分析その１：顕 各自が個人用ワークシートに書き込

在、潜在危険を予測す み、それを司会を中心に発表し合い （前景図）

る） 記録がまとめる。

・前景図の中で気付かないと

＜予想される主な発言内容＞ ころがある場合は、気付く

・信号待ちの女性が自転車の存在に気付いていないかもし ような発問も効果的である。

れないので、接触する危険性がある。 ・潜在的な危険も予測させる。

・接骨院の曲がり角が見通しが悪いので、左から来た歩行 （自他の心理状況も読み取ら

者や自転車と衝突する危険性がある。 せる。）

・トラックの運転手が自転車の存在に気付いていないかも 「うっかり」「ぼんやり」

しれないので、左折時に巻き込まれる危険性がある。 「あせり」「安全との思いこ

・右折の自動車の運転手は早く曲がりたいので、自転車の みや勘違い」

存在に気付かず右折をし、横断歩道上ではねられる危険 ・どのような発表も尊重する。

性がある。
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３ 最も起こりやすく ３ ２で予測した危険の中で、最も起こ ・複数ある危険について順位

重大な危険を絞り込 りやすくて重大な危険と思われるも をつけさせるが、この話し

む のを１位に、他の危険については３ 合いの過程は分析・考察、

（場面分析その２） 位程度まで、司会を中心に話し合っ 話し合う力量が育成される

て選び出し、記録がその順位をワー ので、大切にする。

クシートに書き込む。 ・話し合いによっては複数の

各自でもメモを取る。 危険が同順位になっても良

また、最も重大な危険を１つに絞る い。複数の危険が同時に発

過程では、お互いにその理由につい 生したり次々と発生したり

ても話し合い、理解し合う。 する場合があることも考え

させる。

４ 危険回避方法の検 ４ ３で１位とした危険について、その ・解答の文言は、単純な「ル

討と最適回避方法の 危険の回避方法について、司会を中 ールを守る」「安全を確かめ

選定 心に話し合い、記録がその方法をワ る」「一時停止をする」など

（仮説設定） ークシートに書き込む。 のようなものでなく、交通

各自でもメモを取る。 状況に潜む危険や交通参加

者の心理等、事故の要因に

＜最適回避方法の中に含まれて欲しい内容＞ なると思われる内容を具体

・自分（自転車）は車が横断歩道の前で止まってくれると 的に綴るようにして述べ、

思いこまない。 「そうであるからこそ一時

・自分（自転車）は信号が青だから横断歩道は安全と思い 停止をして、安全確認をす

こまない。 る」というような解答をさ

・トラックの運転手が自転車の存在に気付いていないかも せる。

しれない。 ・危険回避方法は複数になっ

・右折しようとしている自動車の運転手は左折しようとし てもよい。

ているトラックに気をとられ、自転車の存在に気付いて

いないかもしれない。

・横断歩道進入前に速度を落とし、右左折する車の状況を

よく見て、自動車をやり過ごしてから横断を開始する。

・相手が気付いていると思いこんで、自分が優先と考えな

い。

５ 各班のまとめの発 ５ 各班の記録がまとめを発表し、質疑

表と行動目標の明確 を通じて、その内容の理解を深め、 ・発表内容について質疑応答

化 安全な行動を学ぶ。また、危険回避 をさせる。この過程で事故

方法についても再確認し、今後、実 原因を検証し、回避方法の

践できるように、安全な行動目標を 有効性を確かめさせる。

明確にする。 ・発表内容の重要な部分には

コメントをし、実践化につ

ながるよう働きかける。

ま ５ ・事故になった場合の ・信号のある交通量の多い交差点の危 ・こうした場面での危険予測

と 俯瞰図（別紙）を示 険性と危険予測の大切さを理解し、 が特に重要であることを強

め 分 し、安全走行につい 事故防止に努めるため、具体的な安 調する。

ての意識を高め、安 全行動の実践化・習慣化を決意する。

全行動を決意する。

その他参考事項

(1) ごく身近に危険があることに気付かせる。

(2) 自転車も車両であり常に事故は起こる危険性があることを理解させる。

(3) 危険予測や他人への思いやりがいかに事故を防げるかを理解させる。

(4) 今まで、びっくりした経験などを生徒から引き出し、学習を深める。

参考資料
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（個人用 ワークシート ）

平成 年 月 日（ ）

（ ）年（ ）組（ ）番 氏名（ ）

学習段階 学 習 項 目 自分の意見

第 1段階 ・交通状況の読 ①

み取り

「この場面には

何が見えますか」②

「見えない所に

は何があると思

いますか」 ③

「よく観察して

書きましょう」

第 2段階 ・危険の予測 予想される危険 理 由

「この場面では ①

次にどのような

危険が起きると

思いますか」 ②

「その理由につ

いても考えまし ③

ょう」

第 3段階 ・最も起こりや 第 2段階で記入した危険の中から選び、グループで相談して、上位１位～３
すく、重大な危 位までを決め、簡単にメモしておきましょう。

険の選定 ①

②

③

第４段階 ・危険回避方法

の検討と最適回

避方法の選定

「１位とした危

険を回避するに

はどうしたらよ

いですか」

第５段階 ・安全行動の実 ①

践化（行動目標

を決める）

「どうしたら安 ②

全な行動が取れ

ますか。今後の

行動目標を決め、 ③

実践ましょう」
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（班別まとめ用 ワークシート ）                  
平成  年  月  日（  ）  

題  材  

 
グループ名 司 会  記 録 メ ン バ ― 

年   組   班    

 
学習段階 学 習 項 目 解答・意見・考察・感想 等 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

第 1 段階 ・交通状況の読み取り 

「この場面には何が見え

ますか」 
「見えない所には何があ

ると思いますか」 
「よく観察して発表しま

しょう」 

⑦ 

順位 予想される危険 理 由 

 ①  

 ②  

 ③  

 ④  

第 2 段階 ・危険の予測 

「この場面では次にどの

ような危険が起きると思

いますか」 
 
「その理由についても話

し合いましょう」 

 ⑤  

第３段階 ・最も起こりやすく、重大

な危険の選定 

第 2 段階で記入した危険の中から選び、上位１位～３位まで左側の

枠の中に順位をつけてください。 

 ① 

 ② 

 ③ 

 ④ 

 ⑤ 

第４段階 ・危険回避方法の検討と最

適回避方法の選定 

「１位とした危険を回避

するにはどうしたらよい

でしょうか」 
「いくつかある回避方法

の中で、最も適切と思う回

避方法はどれでしょうか。

話し合い、その番号に◎印

しましょう」 
 ⑥ 

相手から自分はどう見えたのか、自分の存在をどう相手に伝えればよいかについ

ても考えてみましょう 

① 

② 

第 5 段階 ・安全行動の実践化 

（行動目標を決める） 
「どうしたら安全な行動

をとれるか意見を出し合

い、実践しましょう」 ③ 
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（別紙）  

事故にあった場合の俯瞰図（３つのケース）  
ケース①         ケース②  

左 折 車 の 巻 き 込 み         左 折 車 を や り 過 ご し た 後

の右折車との衝突  

 
 
 
 
 
 
 
 
ケース③  

左折車が自分を待ってくれた後の右折車との衝突  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

建

建

車

車

建

建

車 

車

建

建

車

車
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＜資料４＞

～平成２０年６月１日施行～

１ 高齢運転者標識（もみじマーク）の表示が義務化

７５歳以上の運転者に表示が義務化されます。

（７０歳以上７５歳未満の運転者は、これまでどおり努力義務です。）

２ 後部座席のシートベルト着用が義務化

高速道路や自動車専用道路において違反した場合には、行政処分点数１点が

付加されます。

３ 自転車の通行方法が変更

（１）普通自転車が歩道通行できる場合の見直し

＜原則＞

○ 自転車は・・・歩道等と車道の区別されている道路 ～ 車道を通行

＜例外＞

○ 次の場合は、例外として自転車が歩道を通行できます。

・ 自転車歩道通行可の標識があるとき

・ １３歳未満の子供

７０歳以上の高齢者 が自転車を運転しているとき

身体の不自由な人

・ 道路工事や駐車車両を避けたり、交通量が多い狭路で車道を通行

することが危険なときなどやむを得ない場合

※ 歩道を通行する場合には、次のことを守ってください。

・ 歩道の車道寄り又は指定された部分をすぐに停止できる速度で

徐行し、歩行者の妨げとなる場合は一時停止する。

・ 道路を横断するときは、歩行者用信号機に従って自転車横断帯

又は横断歩道を通行する。

・ 横断歩道は、歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれ

のない場合を除き、乗ったまま通行しない。

改正道路交通法の主な要点について
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（２）歩道通行している普通自転車に対する警察官等の指示

普通自転車が歩道を通行できる場合であっても、警察官が歩行者の安全を

確保するため、必要と認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したと

きは、普通自転車は歩道を通行してはいけません。

（３）普通自転車通行指定部分の見直し

○ 歩道に普通自転車通行指定部分があるときは、その部分を徐行してく

ださい。

ただし、その部分を通行している歩行者がいない場合は、状況に応じた

安全な速度と方法で進行することができます。

○ 歩行者は、普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するよう

に努めてください。

（自転車の安全利用に関するもの）

～交通の方法に関する教則から～

１ 自転車に乗る際の心得（注意すべきこと）

○ 運転の妨げとなったり、不安定となるような積載はいけません。

○ 傘を自転車に固定して運転する場合、視野の妨げや、傘と歩行者の接触

など、危険な場合があります。

○ 保護者は、子供が自転車を運転するときや、幼児用座席に乗せるときは、

子供に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

２ 走行上の注意（やめるべきこと）

○ ・ 携帯電話の通話や操作をしたり、傘を差したり、物を担いだりする

ことによる片手での運転

・ ヘッドフォンの使用などにより周囲の音が十分聞こえないような状

態での運転

は、不安定になったり、周囲の交通の状況に対する注意が不十分になるの

でやめましょう。

～ 交通の教則は、道路交通法をもとに、交通のルールなどを分

かりやすい表現にしたものです。

※出典：山口県警察本部交通企画課資料
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◎自転車の安全な利用に関する法令等（抜粋） ＜資料５＞
（注：本資料は、改正道路交通法（Ｈ１９年６月２０日法律第９０号）に基づいて作成しています。）

＜交通の方法に関する教則＞※道路交通法をもとに、交通のルールなどが分かりやすい表現にされたもの

○交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)抜粋(H20.6.1現在) 備 考

第３章 自転車に乗る人の心得

自転車の通行方法は、特別の場合のほかは自動車と同じです。自転 注：罰則は故意による場合と過失による場合

車に乗るときは、特にこの章に書かれている事柄に注意しましょう。 で量刑が変わります。

第１節 自転車の正しい乗り方
１ 自転車に乗るに当たっての心得
(1) 酒を飲んだときや疲れが激しいときは、乗ってはいけません。 ○法第 65条第 1項（酒気帯び運転等の禁止）

→＜酒酔い運転の場合＞ 5 年以下の懲役又は
100万円以下の罰金

○法第 66条（過労運転等の禁止）
→ 3年以下の懲役又は 50万円以下の罰金
＜注：麻薬等影響運転は別の罰則あり＞

(2) ブレーキが故障している自転車には乗ってはいけません。また、 ○法第 63条の 9（自転車の制動装置等）
尾灯、反射器材のない自転車には、夜間乗ってはいけません。な ○法第 52条第 1項前段（車両等の燈火）
お、反射器材は努めてＪＩＳマークの付いたものを使いましょう。 → 5万円以下の罰金

(3) サドルにまたがったときに、足先が地面に着かないような、体
に合わない自転車には乗らないようにしましょう。
(4) 交通量の少ない場所でも２人乗りは危険ですからやめましょ ○法第 57条第 2項（乗車又は積載の制限等）
う。ただし、幼児用の座席に幼児を乗せているときは別です。 →山口県道路交通規則第 9条第 3項第 1号

→ 2万円以下の罰金又は科料
(5) かさを差したり、物を手やハンドルに提げたりして乗るのはや ○法第 71条第 6号（運転者の遵守事項）
めましょう。犬などの動物を引きながら自転車に乗るのも危険で →山口県道路交通規則第 11条第 2号
す。 → 5万円以下の罰金

(6) げたやハイヒールを履いて乗らないようにしましょう。
(7) 自転車に荷物を積むときは、運転の妨げになったり、不安定と ○法第 71条第 6号（運転者の遵守事項）
なったりするなどして、危険な場合があるので、そのような積み →山口県道路交通規則第 11条第 2号
方をしてはいけません。傘を自転車に固定して運転するときも、 → 5万円以下の罰金
不安定となったり、視野が妨げられたり、傘が歩行者に接触した
りするなどして、危険な場合があります。

(8) 子供の保護者は、子供が自転車を運転するときや、幼児を幼児 ○法第 63 条の 10（児童又は幼児を保護する
用座席に乗せるときは、子供に乗車用ヘルメットをかぶらせるよ 責任のある者の遵守事項）

うにしましょう。
(9) 自転車に乗るときは、運転者から見やすいように、明るい目立
つ色の衣服を着用するようにしましょう。

２ 自転車の点検
自転車に乗る前には、次の要領で点検をし、悪い箇所があったら ○法第 62条（整備不良車両の運転の禁止）

整備に出しましょう。また、定期的に自転車安全整備店などへ行っ →道路運送車両法第 45 条（軽車両の構造及
て点検や整備をしてもらいましょう。なお、自転車は、努めてＴＳ び装置）

マーク、ＪＩＳマーク、ＢＡＡマーク、ＳＧマークなどの自転車の →道路運送車両法施行規則第 62 条の 2 の 33
車体の安全性を示すマークの付いたものを使いましょう。 第 4項(保安上又は公害防止上の技術基準)
(1) サドルは固定されているか。また、またがったとき、両足先が →道路運送車両の保安基準第 68条～第 73条
地面に着く程度に調節されているか。 → 5万円以下の罰金

(2) サドルにまたがってハンドルを握ったとき、上体が少し前に傾
くように調節されているか。

(3) ハンドルは、前の車輪と直角に固定されているか。
(4) ペダルが曲がっているなどのために、足が滑るおそれはないか。
(5) チェーンは、緩み過ぎていないか。
(6) ブレーキは、前・後輪ともよく効くか（時速 10 キロメートル ○法第 63条の 9第 1項（自転車の制動装置等）
のとき、ブレーキを掛けてから３メートル以内で止まれるか。）。 →施行規則第 9条の 3（制動装置）

→ 5万円以下の罰金
(7) 警音器は、よく鳴るか。
(8) 前照灯は、明るいか（10メートル前方がよく見えるか。）。 ○法第 52条第 1項（車両等の燈火）

→施行令第 18 条第 1 項第 5 号（道路にある
場合の燈火）

→山口県道路交通規則第 8条第 1項第 1号
→ 5万円以下の罰金
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(9) 方向指示器や変速機のある場合は、よく作動するか。
(10) 尾灯や反射器材（後部反射器材と側面反射器材）は付いている ○法第 52条第 1項（車両等の燈火）
か。また、後方や側方からよく見えるか。 →施行令第 18 条第 1 項第 5 号（道路にある

場合の燈火）

→山口県道路交通規則第 8条第 1項第 2号、
同条第 2項

→ 5万円以下の罰金
○法第 63条の 9第 2項（自転車の制動装置等）
→施行規則第 9条の 4（反射器材）

(11) タイヤには十分空気が入っているか。また、すり減っていない
か。

(12) 自転車の各部品は、確実に取り付けられているか。

３ 普通自転車の確認 ○法第 63条の 3（自転車道の通行区分）
（略） →施行規則第 9条の 2(普通自転車の大きさ等)

４ 自転車の正しい乗り方
(1) 自転車に乗るときは、見通しのきく道路の左端で、後方と前方
の安全を確かめてから発進しましょう。

(2) 右折、左折する場合は、できるだけ早めに合図をしましょう。 ○(2)と(5)については、法第 53条（合図）
(3) サドルにまたがって、両手でハンドルを握ったときに、上半身 →施行令第 21条（合図の時期及び方法）
が少し前に傾き、ひじが軽く曲がるようにするのが疲れない姿勢 → 5万円以下の罰金
です。

(4) 両手でハンドルを確実に握って運転しましょう。合図をする場
合のほかは、片手運転をしてはいけません。

(5) 停止するときは、安全を確かめた後、早めに停止の合図（右腕
を斜め下にのばすこと。）を行い、まず静かに後輪ブレーキを掛
けて十分速度を落としながら道路の左端に沿って停止し、左側に
降りましょう。

第２節 安全な通行
１ 自転車の通るところ
(1) 自転車は、歩道と車道の区分のある道路では、車道を通るのが ○法第 17条第 1項（通行区分）
原則です。また、普通自転車は、自転車道のあるところでは、道 → 3月以下の懲役又は 5万円以下の罰金
路工事などの場合を除き、自転車道を通らなければなりません。 ○法第 63条の 3（自転車道の通行区分）

→ 2万円以下の罰金又は科料
(2) 自転車は、車道や自転車道を通るときは、その中央（中央線が ○法第 18条第 1項（左側寄り通行等）
あるときは、その中央線）から左の部分を通らなければなりませ
ん。また、道路工事などの場合を除き、その左端に沿って通行し
なければなりません。

(3) 自転車は、路側帯を通ることができます。しかし、歩行者の通 ○法第 17条の 2第 1項（軽車両の路側帯通行）
行に大きな妨げとなるところや、白の二本線の標示のあるところ ・歩行者の通行を妨げるような速度・方法で

は通れません。 進行した場合→ 2万円以下の罰金又は科料
(4) 普通自転車は、次の場合に限り、歩道の車道寄りの部分（歩道 ○法第 63条の 4（普通自転車の歩道通行)
に白線と自転車の標示がある場合は、それによって指定された部 →施行令第 26 条（普通自転車により歩道を
分）を通ることができます。ただし、警察官や交通巡視員が歩行 通行することができる者）

者の安全を確保するため歩道を通ってはならない旨を指示したと ・歩道の車道寄りの部分を通らなかった場合

きは、その指示に従わなければなりません。 等→ 2万円以下の罰金又は科料
ア 歩道に普通自転車歩道通行可の標識があるとき。
イ １３歳未満の子供や７０歳以上の高齢者や身体の不自由な人
が普通自転車を運転しているとき。
ウ 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を
通行することが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車な
どの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越
しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合な
ど、普通自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないと認
められるとき。

(5) 道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、 ○法第 63条の 6（自転車の横断の方法）
その自転車横断帯を通行しなければなりません。また、横断歩道
は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいない
など歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗
ったまま通行してはいけません。

２ 走行上の注意
(1) 自転車は急ブレーキを掛けると転倒しやすく、また、速度を出
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し過ぎると周囲の状況の確認や自転車の制御が困難となるので、
天候、時間帯、交通の状況などに応じた安全な速度で走らなけれ
ばなりません。

(2) 車や路面電車のすぐ後ろに続いたり、また、それにつかまって ○法第 76条第 4項第 6号（禁止行為）
走ったりしてはいけません。 → 5万円以下の罰金

(3) 横断や転回をしようとする場合に、近くに自転車横断帯や横断
歩道がない場合は、右左の見通しのきくところを選んで車の途切
れたときに渡りましょう。また、道路を斜めに横断しないように
しましょう。

(4) 交差点や踏切の手前などで、停止している車やゆっくり進んで
いる車があるときは、その前に割り込んだり、これらの車の間を
縫って前へ出たりしてはしてはいけません。

(5) ほかの自転車と並んで走ったり、ジグザグ運転をしたり、競争 ○法第 19条（軽車両の並進の禁止）
したりしてはいけません。 → 2万円以下の罰金又は科料

(6) 踏切では、一時停止をし、安全を確かめなければなりません。 ○法第 33条第 1項（踏切の通過）
踏切では、自転車を押して渡るようにしましょう。 → 3月以下の懲役又は 5万円以下の罰金

(7) 路側帯を通るときは、歩行者の通行を妨げてはいけません。 ○法第 17条の 2第 2項（軽車両の路側帯通行）
→ 2万円以下の罰金又は科料

(8) 歩道を通るときは、普通自転車は、歩行者優先で通行しなけれ ○法第 63条の 4第 2項（普通自転車の歩道通行）
ばなりません。この場合、次の方法により通行しなければなりま → 2万円以下の罰金又は科料
せん。
ア すぐ停止できるような速度で徐行すること。ただし、白線と
自転車の標示によって指定された部分がある歩道において、そ
の部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がいないときは、
歩道の状況に応じた安全な速度（すぐ徐行に移ることができる
ような速度）と方法でその部分を通行することができます。
イ 歩行者の通行を妨げるおそれのある場合は、一時停止するこ
と。

(9) 歩道から車道へ及び車道から歩道への乗り入れは、車道や歩道
の状況について安全を確かめてから行いましょう。特に、ひんぱ
んな乗り入れの連続や交差点の付近での歩道から車道への乗り入
れは危険です。また、歩道から車道に乗り入れる場合には、右側
通行をすることとならないようにしなければなりません。

(10) 歩道でほかの自転車と行き違うときは、速度を落としながら安
全な間隔を保ち、歩行者に十分注意して、対向する自転車を右に
見ながらよけるようにしましょう。

(11) 携帯電話の通話や操作をしたり、傘を差したり、物を担いだり ○法第 71条第 6号（運転者の遵守事項）
することによる片手での運転や、ヘッドホンの使用などによる周 →山口県道路交通規則第 11条第 2号
囲の音が十分聞こえないような状態での運転は、不安定になった → 5万円以下の罰金
り、周囲の交通の状況に対する注意が不十分になるのでやめまし
ょう。
(12) 警音器は、「警笛区間」の標識がある区間内の見通しのきかな ○法第 54条第 2項（警音器の使用等）
い交差点などを通行するときや、危険を避けるためやむを得ない → 2万円以下の罰金又は科料
ときだけ使用し、歩道などでみだりに警音器を鳴らしてはいけま
せん。

(13) 夜間はもちろん、昼間でもトンネルや濃霧の中などでは、ライ ○法第 52条第 1項（車両等の燈火）
トをつけなければなりません。また、前から来る車のライトで目 →施行令第 19 条(夜間以外の時間で燈火をつ
がくらんだときは、道路の左端に止まって対向車が通り過ぎるの けなければならない場合)

を待ちましょう。 → 5万円以下の罰金
(14) 走行中、ブレーキやライトなどが故障したときは、自転車を押 ○法第 62条（整備不良車両の運転の禁止）
して歩きましょう。 →道路運送車両法第 45条

→道路運送車両法施行規則第 62 条の 2 の 33
第 4項(保安上又は公害防止上の技術基準)

→道路運送車両の保安基準第 68条～第 73条
→ 5万円以下の罰金

(15) 路面が凍り付いているところや風雨が強いときは、自転車を押
して通りましょう。

３ 交差点の通り方
(1) 信号が青になってから横断しましょう。 ○法第 7条（信号機の信号等に従う義務）

なお、「歩行者・自転車専用」と表示されている歩行者用信号 →施行令第 2条（信号の意味等）
機がある場合や横断歩道を進行する場合は、歩行者用信号機の信 → 3月以下の懲役又は 5万円以下の罰金
号に従わなければなりません。
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(2) 信号機などによる交通整理の行われていない交差点に入るとき
は、次のことに注意しましょう。
ア 「一時停止」の標識のあるところでは、一時停止をして、安 ○法第 43条（指定場所における一時停止）
全を確かめなければなりません。 → 3月以下の懲役又は 5万円以下の罰金
イ 交通量の少ないところでもいきなり飛び出さないで、安全を
十分確かめ、速度を落として通りましょう。また、狭い道路か
ら広い道路に出るときは、特に危険ですから一時停止をして安
全を確かめましょう。

(3) 左折するときは、後方の安全を確かめ、その交差点の手前の側 ○法第 53条（合図）
端から 30 メートルの地点に達したときに左折の合図（右腕のひ →施行令第 21条(合図の時期及び方法)
じを垂直に上に曲げるか左側の方向指示器を操作すること。）を → 5万円以下の罰金
行い、できるだけ道路の左端に沿って十分速度を落とし、横断中 ○法第 34条第 1項（左折又は右折）
の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がらなければなりま → 2万円以下の罰金又は科料
せん。

(4) 右折は、次の方法でしなければなりません。 ○法第 34条第 3項（左折又は右折）
ア 信号機などにより交通整理の行われている交差点では、青信 → 2万円以下の罰金又は科料
号で交差点の向こう側までまっすぐに進み、その地点で止まっ ○法第 7条（信号機の信号等に従う義務）
て右に向きを変え、前方の信号が青になってから進むようにし →施行令第 2条（信号の意味等)
なければなりません。なお、赤信号や黄信号であっても自動車 → 3月以下の懲役又は 5万円以下の罰金
や原動機付自転車は青の矢印の信号によって右折できる場合が ○法第 53条（合図）
ありますが、この場合でも自転車は進むことはできません。 →施行令第 21条(合図の時期及び方法)
イ 交通整理の行われていない交差点では、後方の安全を確かめ、 → 5万円以下の罰金
その交差点の手前の側端から 30 メートルの地点に達したとき
に右折の合図（手のひらを下にして右腕を横に水平に出すか右
側の方向指示器を操作すること。）を行い、できるだけ道路の
左端に寄って交差点の向こう側までまっすぐ進み、十分速度を
落として曲がらなければなりません。

(5) 交差点やその近くに自転車横断帯があるときは、その自転車横 ○法第 63 条の 7 第 1 項（交差点における自
断帯を通らなければなりません。 転車の通行方法）

(6) 普通自転車は、交差点やその手前に交差点への進入を禁止する ○法第 63 条の 7 第 2 項（交差点における自
標示があるときは、その交差点へ進入することはできません。こ 転車の通行方法）

の場合は、その左側の歩道に乗り入れ、自転車横断帯によって交
差点を渡りましょう。

４ 歩行者などに対する注意
(1) 歩道を通るときは、すぐ停止できるような速度で徐行（白線と ○法第 63条の 4第 2項（普通自転車の歩道通行）
自転車の標示によって指定された部分がある歩道において、その → 2万円以下の罰金又は科料
部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がいないときは、す
ぐ徐行に移ることができるような速度で進行）しなければなりま
せん。また、歩行者の通行を妨げそうになるときは一時停止しな
ければなりません。

(2) 路側帯や自転車が通行することができる歩行者用道路を通る場 ○法第 17条の 2（軽車両の路側帯通行）
合は、歩行者の通行を妨げないよう注意し、特に歩行者用道路で → 2万円以下の罰金又は科料
は、十分速度を落とさなければなりません。 ○法第 9条（歩行者用道路を通行する車両の義務）

→ 3月以下の懲役又は 5万円以下の罰金
(3) 停車中の自動車のそばを通るときは、急にドアが開いたり、自
動車の陰から歩行者が飛び出したりすることがありますから、注
意して十分速度を落としましょう。

(4) 車道を通行する自転車が横断歩道に近づいたときは、横断する ○法第 38 条第 1 項（横断歩道等における歩
人がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できる 行者等の優先）

ように速度を落として進まなければなりません。また、歩行者が → 3月以下の懲役又は 5万円以下の罰金
横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手
前（停止線があるときは、その手前）で一時停止をして歩行者に
道を譲らなければなりません。

(5) 子供が独り歩きしているとき、身体の不自由な人が歩いている ○法第 71条第 2号（運転者の遵守事項）
とき、つえを持って歩いていたり、歩行補助車を使っていたり、 → 3月以下の懲役又は 5万円以下の罰金
その通行に支障のある高齢者が歩いているときは、危険のないよ
うに一時停止するか十分速度を落とさなければなりません。

(6) 自転車を駐車するときは、歩行者や車の通行の妨げにならない
ようにしなければなりません。
近くに自転車駐車場がある場合は、自転車をそこに置くように

しましょう。
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＜関係法令抜粋＞

○道路交通法抜粋（Ｈ２０．６．１現在）

（定義）
第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

（略）
八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

（略）
十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レ
ールによらないで運転する車（そり及び牛馬を含む。）であって、身体障害者用の車いす、歩行補
助車等及び小児用の車以外のものをいう。

十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車
（レールにより運転する車を除く。）であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用
の車以外のもの（人の力を補うため原動機を用いるものであって、内閣府令で定める基準に該当す
るものを含む。）をいう。

（信号機の信号等に従う義務）
第７条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等（前条第
１項後段の場合においては、当該手信号等）に従わなければならない。

（歩行者用道路を通行する車両の義務）
第９条 車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等
により表示されている道路（第１３条の２において「歩行者用道路」という。）を、前条第２項の許
可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意し
て徐行しなければならない。

（通行区分）
第１７条 車両は、歩道又は路側帯（以下この条において「歩道等」という。）と車道の区別のある道
路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむ
を得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第４７条第３項若しくは第４８条の規定により歩
道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

２ 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨
げないようにしなければならない。

（軽車両の路側帯通行）
第１７条の２ 軽車両は、前条第１項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場
合を除き、路側帯（軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によって区画されたものを除く。）
を通行することができる。

２ 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなら
ない。

（左側寄り通行等）
第１８条 車両（トロリーバスを除く。）は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自
動車及び原動機付自転車にあっては道路の左側に寄って、軽車両にあっては道路の左側端に寄って、
それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第２５条第２項若しくは
第３４条第２項若しくは第４項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況
その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

２ 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩
行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。

（軽車両の並進の禁止）
第１９条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。

（踏切の通過）
第３３条 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前（道路標識等による停止線が設けら
れているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。）で停止し、かつ、安全であること
を確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の
直前で停止しないで進行することができる。

（左折又は右折）
第３４条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、で
きる限り道路の左側端に沿って（道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指
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定された部分を通行して）徐行しなければならない。
２ （略）
３ 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点
の側端に沿って徐行しなければならない。

（横断歩道等における歩行者等の優先）
第３８条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯（以下この条において「横断歩道等」という。）に接
近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しよう
とする歩行者又は自転車（以下この条において「歩行者等」という。）がないことが明らかな場合を
除き、当該横断歩道等の直前（道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。
以下この項において同じ。）で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場
合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるとき
は、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

（指定場所における一時停止）
第４３条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等に
より一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前（道路標識等によ
る停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前）で一時停止しなければならない。この
場合において、当該車両等は、第３６条第２項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車
両等の進行妨害をしてはならない。

（車両等の燈火）
第５２条 車両等は、夜間（日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第６３条の９第２項
において同じ。）、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照燈、車幅燈、尾燈その他の燈
火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。

○道路交通法施行令

（道路にある場合の燈火）

第１８条 車両等は、法第５２条第１項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき（高速自動車国道及び自

動車専用道路においては前方２００メートル、その他の道路においては前方５０メートルまで明りょうに見え

る程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。）は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ

当該各号に定める燈火をつけなければならない。

（略）

五 軽車両 公安委員会が定める燈火

○山口県道路交通規則

（軽車両の灯火）

第８条 政令１８条第１項第５号の規定により軽車両（そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。）がつ

けなければならない灯火は、次に掲げるものとする。

一 夜間前方１０メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する白色又は淡黄色

の前照灯

二 夜間後方１００メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する燈色又は赤色の尾灯

２ 軽車両が夜間後方１００メートルの距離から道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）第３

２条第１項の規定による自動車の前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できる反射器又は反

射材１個（幅が５０センチメートル以上の軽車両にあっては、その両端に各１個）以上を備え付けているとき

は、前項第２号の規定にかかわらず、同号の尾灯をつけることを要しない。

○道路交通法施行令

（夜間以外の時間で燈火をつけなければならない場合）

第１９条 法第５２条第１項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかっている場所その他の場所

で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては２００メートル、その他の道路においては５０メー

トル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。

（合図）
第５３条 車両（自転車以外の軽車両を除く。第３項において同じ。）の運転者は、左折し、右折し、
転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示
器又は燈火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

２ 前項の合図を行なう時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。

○道路交通法施行令

（合図の時期及び方法）

第２１条 法第５３条第１項に規定する合図を行なう時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。
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合図を行う場合 合図を行う時期 合図の方法

左折するとき。 その行為をしようとする地点 左腕を車体の左側の外に出して水平にのばし、若しくは

（交差点においてその行為を 右腕を車体の右側の外に出してひじを垂直に上にまげる

する場合にあっては、当該交 こと、又は左側の方向指示器を操作すること。

差点の手前の側端）から３０

メートル手前の地点に達した

とき。

同一方向に進行 その行為をしようとする時の

しながら進路を ３秒前のとき。

左方に変えると

き。

右折し、又は転 その行為をしようとする地点 右腕を車体の右側の外に出して水平にのばし、若しくは

回するとき。 （交差点において右折する場 左腕を車体の左側の外に出してひじを垂直に上にまげる

合にあっては、当該交差点の こと、又は右側の方向指示器を操作すること。

手前の側端）から３０メート

ル手前の地点に達したとき。

同一方向に進行 その行為をしようとする時の

しながら進路を ３秒前のとき。

右方に変えると

き。

徐行し、又は停 その行為をしようとすると 腕を車体の外に出して斜め下にのばすこと、又は車両の

止するとき。 き。 保安基準に関する規定若しくはトロリーバスの保安基準

に関する規定により設けられる制動灯をつけること。

後退するとき。 その行為をしようとすると 腕を車体の外に出して斜め下にのばし、かつ、手のひら

き。 を後ろに向けてその腕を前後に動かすこと、又は車両の

保安基準に関する規定に定める後退灯を備える自動車に

あってはその後退灯をトロリーバスにあってはトロリー

バスの保安基準に関する規定により設けられる後退灯

を、それぞれつけること。

３ 車両の運転者は、第１項に規定する行為を終わったときは、当該合図をやめなければならないもの
とし、また、同項に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。

（警音器の使用等）
第５４条第２項 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされて
いる場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、
この限りでない。

（乗車又は積載の制限等）
第５７条第２項 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要がある
と認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。

○山口県道路交通規則

（車両の乗車又は積載の制限）

第９条第３項 軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を

超えて乗車させ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。

一 乗車人員は、次の表の上欄に掲げる軽車両の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる乗車人員を超えな

いこと。

軽車両の種類 乗車人員

二輪の自転車及び三輪の普通 運転者１人（道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４８条の１４第２項の自

自転車 転車専用道路又は自転車歩行者専用道路を通行する場合にあっては、乗車装置

に応じた人員）並びに１６歳以上の運転者が６歳未満の幼児を安全な乗車装置

に乗車させている場合における当該幼児１人及び１６歳以上の運転者が４歳未

満の幼児を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合における当該幼児１人

（略）
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（整備不良車両の運転の禁止）
第６２条 車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置
が道路運送車両法第３章若しくはこれに基づく命令の規定（道路運送車両法の規定が適用されない自
衛隊の使用する自動車については、自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）第１１４条第２項の規定
による防衛大臣の定め。以下同じ。）又は軌道法第１４条若しくはこれに基づく命令の規定に定める
ところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等（次条
第１項において「整備不良車両」という。）を運転させ、又は運転してはならない。

○道路運送車両法

（軽車両の構造及び装置）

第４５条 軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなけ

れば、運行の用に供してはならない。

一 長さ、幅及び高さ

二 接地部及び接地圧

三 制動装置

四 車体

五 警音器

○道路運送車両法施行規則

（保安上又は公害防止上の技術基準）

第６２条の２の３３第４項 法第４５条の軽車両についての保安上の技術基準は、道路運送車両の保安基準に定

める基準とする。

○道路運送車両の保安基準

（長さ、幅及び高さ）

第６８条 軽車両は、空車状態において、その長さ、幅及び高さが左表に掲げる大きさをこえてはならない。但

し、地方運輸局長の許可を受けたものにあっては、この限りでない。

種 別 長さ(メートル) 幅(メートル) 高さ(メートル)

人力により運行する軽車両 ４ ２ ３

畜力により運行する軽車両 １２ ２．５ ３．５

（接地部及び接地圧）

第６９条 軽車両の接地部及び接地圧については、第７条の規定を準用する。

（制動装置）

第７０条 乗用に供する軽車両には、適当な制動装置を備えなければならない。但し、人力車にあっては、この

限りでない。

（車体）

第７１条 乗用に供する軽車両の車体は、安全な乗車を確保できるものでなければならない。

２ 乗用に供する軽車両の座席並びに立席については、第２２条第１項、第２項、第５項及び第６項、第２２条

の２、第２３条並びに第２４条の規定を準用する。

（警音器）

第７２条 乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。

（基準の緩和）

第７３条 第５６条第３項の規定は、軽車両について準用する。

（自転車道の通行区分）
第６３条の３ 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他
の車両を牽引していないもの（以下この節において「普通自転車」という。）は、自転車道が設けら
れている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりや
むを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。

○道路交通法施行規則

（普通自転車の大きさ等）

第９条の２ 法第６３条の３の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。

イ 長さ １９０センチメートル

ロ 幅 ６０センチメートル

二 車体の構造は、次に掲げるものであること。

イ 側車を付していないこと。
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ロ 一の運転者席以外の乗車装置（幼児用座席を除く。）を備えていないこと。

ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。

ニ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

（普通自転車の歩道通行）
第６３条の４ 普通自転車は、次に掲げるときは、第１７条第１項の規定にかかわらず、歩道を通行す
ることができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通
行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険で
あると認められるものとして政令で定める者であるとき。

三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保
するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。

○道路交通法施行令

（普通自転車により歩道を通行することができる者）

第２６条 法第６３条の４第１項第２号の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

一 児童及び幼児

二 ７０歳以上の者

三 普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるも

のを有する者

○道路交通法

（目が見えない者、幼児、高齢者等の保護）

第１４条第３項 児童（６歳以上１３歳未満の者をいう。以下同じ。）若しくは幼児（６歳未満の者をいう。以

下同じ。）を保護する責任のある者は、 （略）

○道路交通法施行規則

（普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害）

第９条の２の２ 令第２６条第３号の内閣府令で定める身体の障害は、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２

８３号）別表に掲げる障害とする。

２ 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分（道路標識等により普通
自転車が通行すべき部分として指定された部分（以下この項において「普通自転車通行指定部分」と
いう。）があるときは、当該普通自転車通行指定部分）を徐行しなければならず、また、普通自転車
の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転
車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速
度と方法で進行することができる。

（自転車の横断の方法）
第６３条の６ 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、
その自転車横断帯によって道路を横断しなければならない。

（交差点における自転車の通行方法）
第６３条の７ 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該
交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第１７条第４項並びに第３４条第１項及び第３項
の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。

２ 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標
示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入ってはならない。

（自転車の制動装置等）
第６３条の９ 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通
の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。

○道路交通法施行規則

（制動装置）

第９条の３ 法第６３条の９第１項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 前車輪及び後車輪を制動すること。

二 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が１０キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始

した場所から３メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。



- 50 -

２ 自転車の運転者は、夜間（第５２条第１項後段の場合を含む。）、内閣府令で定める基準に適合する
反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第５２条第１項前段の規定により尾
燈をつけている場合は、この限りでない。

○道路交通法施行規則

（反射器材）

第９条の４ 法第６３条の９第２項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方１００メートルの距離から道路運送車両の保安基準（昭

和２６年運輸省令第６７号）第３２条第１項の基準に適合する前照燈（第９条の１７において「前照燈」と

いう。）で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。

二 反射光の色は、燈色又は赤色であること。

（児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項）
第６３条の１０ 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、
当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

（酒気帯び運転等の禁止）
第６５条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

（過労運転等の禁止）
第６６条 何人も、前条第１項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、
正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。

（運転者の遵守事項）
第７１条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

（略）
二 身体障害者用の車いすが通行しているとき、目が見えない者が第１４条第１項の規定に基づく政
令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行していると
き、耳が聞こえない者若しくは同条第２項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者
が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児
童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げない
ようにすること。

二の二 前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通
行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないよう
にすること。

（略）
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止
し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

○山口県道路交通規則

（運転者の遵守事項）

第１１条 法第７１条第６号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとす

る。

一 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。

二 かさをさし、物をかつぎ、又は物を持つ等車両の運転者の視野を妨げ、又は車両の安定を失うおそれがあ

る方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

（略）

六 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でカーステレオ等を聞きながら車両を

運転しないこと。

（禁止行為）
第７６条第４項 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

（略）
六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び
降り、又はこれらに外からつかまること。



自転車の事故 
～安全な乗り方と事故への備え～ 

知っていますか？ 
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こんな事故が起きてい
■自転車事故の発生状況 ～主な要因は安全不確認、一時不停止、信号無視～

交通事故データから、自転車事故の実態や原因を見てみましょう。

■件数、死傷者数は10年前の1.2倍　死傷者の4割は若者と子ども
平成19年の自転車乗用中の交通事故件数は17万1,018件。平成9年と比べると、10年間で1.2倍になっています。交通事故全体に
占める割合も増加傾向にあり、平成19年には20.5%と2割を超えました。平成19年の自転車乗用中による死傷者数は17万1,923人。
交通事故全体の死傷者数に占める割合は16.5％を占め、増加傾向を示しています（図1）。
また、死傷者の4割は、24歳以下の若者と子どもで占められています（図2）。

図1  自転車事故件数・死傷者数の推移 図2 自転車乗用中の年齢層別死傷者数の割合（平成19年）
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■自動車との事故が8割以上！出会い頭、右左折時での事故が多い
自転車事故の8割以上が自動車との事故です（図3）。
また、事故類型としては出会い頭による事故が圧倒的に多く半数以上を占め、次いで右左折時の衝突と続きます（図4）。

■事故の主な要因は、安全不確認、一時不停止、信号無視！
自転車事故を起こす主な要因は、安全不確認、一時不停止、信号無視です（図5）。
また、最近は歩道を無秩序に通行する自転車による事故も多発しています。

図3 自転車乗用者 相手当事者別事故件数の割合（平成19年）

図5  自転車の法令違反別交通事故件数の割合（第１当事者（※） 平成18年）

図4 自転車乗用者 事故類型別事故件数の割合
（車両相互 平成19年）
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（図1～4：警察庁データより作成／図5：財団法人交通事故総合分析センターのデータより作成）

（※）第1当事者とは過失の最も重い者をいい、過失が同程
度の場合は、被害の程度がより軽い当事者をいいます。



～自転車は「軽車両」、
被害者だけでなく加害者にも～■自転車事故のパターン

一時不停止

自転車は道路交通法では、自動車と同じ“車両”！ 車両として交通ルールを守らなければなりません。ルールを守らず事
故を起こすと自転車側も責任を問われます。ここでは、自転車事故の主なパターンについて紹介します。

●事故の概要
信号のない見通しの悪い交差点に主婦Bさんが自転車で進入
したところ、乗用車と出会い頭に衝突。Bさんは腕の骨を折
る大ケガを負いました。

●事故の原因
乗用車側の注意義務違反もありますが、Bさんが、一時停止
の標識・標示を無視して、左右の安全確認をしないまま飛
び出したことが大きな原因です。

安全不確認（急な進路変更）
●事故の概要
道路の左端を走っていたAさんは、路上駐車の車を避けようと反
射的に車道側にハンドルを切ったところ、後ろから来た乗用車が
避けきれず、Aさんは前方に投げ出され大ケガを負いました。

●事故の原因
第一原因は乗用車の注意義務違反ですが、Aさんが後方の安
全をよく確認しないまま、急に進路変更したことが事故の
大きな原因です。

歩道上での歩行者との接触
●事故の概要
女子大生Dさんが、自転車通行可の歩道上を自転車で走行
中、おばあさんのバッグのひもがハンドルにからまり、転
倒したおばあさんは、意識不明の重傷となりました。

●事故の原因
Dさんが、歩道の車道寄りをいつでも止まれる速さで走って
いなかったことが、大きな原因です。

信号無視
●事故の概要
高校生C君は赤信号を無視して交差点に進入。そこに走って
きたトラックと出会い頭に衝突し頭に大きなケガを負いま
した。

●事故の原因
トラックの前方不注意も事故の要因ではありますが、この場合、
C君が赤信号を無視して交差点に進入したことが大きな原因です。
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駐車中 

自転車事故
の実態

各地で多発している自転車事故。では、いった
いどのような事故が起きているのでしょうか？
ここでは、最近の自転車事故の発生状況や事例
を見ながら、その実態を探ってみましょう。ます！



自転車の安全な乗り方
■ 自転車安全利用五則

4

1 自転車は車道が原則、歩道は例外
自転車は道路交通法上、「軽車両」と位置づけられています。自動車や自動二輪

と同じ「車両」なので、歩道と車道の区分のあるところでは、自転車は車道を

通行するのが原則です。

また、自転車道がある場合は、そこを通らなければなりません。

車道は左側を通行
自転車は、車道の左側を通行しなければなりません。右側通行は、対面する自

転車や自動車にとって大変危険です。自転車道を通行する場合も左側を走行し

ましょう。

路側帯を通行する場合は、その内側を走行

歩道のない道路の左端の、白線で区画された部分（路側帯）では、
路側帯を通行することができます。

ただし、白線2本の路側帯は歩行者用です
ので、自転車は通行できません。

3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
自転車も例外的に歩道を走ることができる場合があります。しかし歩道上ではあ

くまで歩行者優先です。歩道を走るときは、歩道の車道寄りまたは指定された部

分をすぐに停止できる速度で走り、歩行者の妨げとなる場合は一時停止しなけれ

ばなりません。

自転車が歩道を走ることができる場合 （裏表紙参照）

● 歩道に「自転車歩道通行可」の道路標識がある場合
● 子どもや高齢者などが運転している場合　　　　　　　　　　　　　
● 車道または交通の状況からみて、やむを得ない場合

1

2

3

自転車通行可 自転車通行不可

白線2本白線1本と点線白線1本

自転車及び歩行者専用
自転車に乗って通行できる
ことを示す標識。



とルール
自転車は誰もが気軽に乗れる便利な乗り物です。しかしその気軽
さの半面、交通ルールやマナーを守らず事故を起こすケースがし
ばしば見られます。交通ルールとマナーを守って、安全運転を心
がけましょう。

5

5 子どもはヘルメットを着用
自転車乗用中の事故による被害を軽減させるため、子ども（13歳未満の者）

には乗車用ヘルメットを着用させましょう（裏表紙参照）。

4 安全ルールを守る

● 飲酒運転はしない
お酒を飲んで運転することは、自転車で

も非常に危険です。道路交通法上で自動

車の場合と同じく、禁止されています。飲

酒運転は絶対にやめましょう。

● 二人乗りはしない
自転車の二人乗りは、バランスを崩しや

すく非常に危険です。

※ただし幼児を乗せる場合等は、例外

的に認められています。

● 道路は並んで走らない

自転車が2台以上並んで走る

ことは禁止されています。ただ

し「並進可」の標識のある場所

では、2台まで並進できます。

● 夜間は必ずライトを点灯する

●一時停止と安全確認をしっかり行う
一時停止標識のある場所や大

通りに出るとき、踏切などでは、

必ず止まって左右の安全確認

をしましょう。

◆ からだに合った自転車に乗る

● 信号を正しく守る

◆ 携帯電話、ヘッドホンの使用はしない

サドルにまたがったと
きに両足先が軽く地面
につき、上体が少し前
傾姿勢になるくらいに
調整しましょう。

歩行者用信号機の青信号の点滅は

黄色信号と同じです。次の青信号

になるまで待ちましょう。

◆ 荷物はハンドルにかけないで荷台に
しっかり固定する

◆ 左折する自動車に
注意する

ハンドルに荷物を下げ
たりするのは危険です。
荷物は荷台に載せしっ
かり固定しましょう。

左折する自動車のドラ
イバーから自転車が見
えない場合が多くあり
ます。交差点を直進す
るときは左折車に十分
注意しましょう。

無灯火は、他から自転車が見

えないので、非常に危険です。

夜間は必ずライトを点灯し、明

るい目立つ色の服装や反射材

の活用を心がけましょう。

4

5

安全のため、ここにも注意！

携帯電話やヘッドホン使用での運転は、注
意力が散漫になったり、外部の音が聞こえづ

◆ 傘さし運転も危険
傘さしによる片手運転や
げた・サンダルばきの運
転はバランスを崩しやす
く危険です。

らくなったりする
ため大変危険で
す。絶対にやめ
ましょう。



■自転車を取り巻く事故のリスク

●自分のケガ

自転車は、その気軽さや便利さの裏にさまざまな危険が潜んでいます。自分がケガをするだけでなく、歩行者にケガをさ
せたり、財物を壊したりするケースもあります。まずは、この3つの事故のリスクをしっかりと認識しましょう。

■自転車事故で問われる責任
自転車だから大丈夫。事故を起こしたとしても大事にはならない……。そんな軽はずみな気持ちが、死傷者を出す重大な
事故につながります。道路交通法上、自転車は車両の一種（軽車両）です。法律違反をして事故を起こすと、自転車利用
者は刑事上の責任が問われます。また相手にケガを負わせた場合、民事上の損害賠償責任も発生します。

5,000万円

4,032万円

3,138万円

3,124万円

2,581万円

賠償額（※） 事 故 の 概 要

相手を死傷させた場合、
「重過失致死傷罪」となります。

刑事上の責任
被害者に対する損害賠償の責任

を負います。

民事上の責任
被害者を見舞い、

誠実に謝罪する責任があります。

道義的な責任

万一事故を起こしてしまっ

●他人にケガをさせる ●財物を壊す（損害を与える）

〈自転車での加害事故例〉
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（※）賠償額とは、判決文で加害者が支払いを命じられた金額です（上記金額は概算額）。 日本損害保険協会調べ

女子高校生が夜間、携帯電話を操作しながら無灯火で走行中、前方を歩行中の看護師（57歳）の女性と衝突。
看護師には重大な障害（手足がしびれて歩行が困難）が残った。 （判例：横浜地方裁判所、平成17年11月25日判決）

男子高校生が朝、赤信号で交差点の横断歩道を走行中、旋盤工（62歳）の男性が運転するオートバイと衝突。
旋盤工は頭蓋内損傷で13日後に死亡した。 （判例：東京地方裁判所、平成17年9月14日判決）

男子高校生が朝、自転車で歩道から交差点に無理に進入し、女性の保険勧誘員（60歳）が運転する自転車と衝
突。保険勧誘員は頭蓋骨骨折を負い9日後に死亡した。 （判例：さいたま地方裁判所、平成14年2月15日判決）

男子中学生が夜間、無灯火の自転車を走行中、対面歩行の女性（75歳）と衝突。女性には重大な障害（後遺障害2
級）が残った。 （判例：名古屋地方裁判所、平成14年9月27日判決）

成人男性が夜間、前照灯のないマウンテンバイクで走行中、飼犬を散歩中の短大非常勤講師（71歳）と衝突。
短大非常勤講師には重大な障害（後遺障害1級）が残った。 （判例：大阪地方裁判所、平成8年10月22日判決）

未成年者でも数千万円の賠償金を支払わなくてはならない場合もあります。



保険の知識と
事故発生時の対応

どんなに注意していても、いつ起こるかわからないのが
交通事故です。万が一事故を起こしてしまった場合、ど
のように対応すればいいのでしょうか？また、事故に備
える保険にはどのようなものがあるのでしょうか？

■自転車事故と保険
自転車事故による損害賠償に備える保険があります。ただ、自動車事故と異なるのは、被害者救済のための強制保険（自賠
責保険）がないことです。ではどのような保険に入っておけばよいのでしょうか？

自転車での転倒など思わぬ事故による自分のケガに備えるには「傷害保険」があります。また、自転車事故での損害賠償
に備えるには「個人賠償責任保険」があります。個人賠償責任保険は、他人にケガをさせたり、他人のモノを壊したりし
て法律上の賠償責任が発生した場合に支払われる保険です。
そのほか、自転車安全整備店で購入または点検整備を行い、基準に合格した自転車に貼られる「TS（Traffic Safety）
マーク付帯保険」があります。

■もしも事故を起こしてしまったら
事故を起こしてしまった場合、気が動転して的確な対応ができないこともあります。
以下の手順を参考に、落ち着いて行動できるようにしましょう。

個人賠償責任保険※
傷害保険
TSマーク付帯保険

○

×

○

○

×

×

×

○

○

損害保険各社で取り扱い

損害保険各社で取り扱い

自転車安全整備店で購入または点検整備を行い基準に合格した自転車に貼付（保険期間1年間）

事故の相手 自分
備　　　　考

生命・からだ 財　産 生命・からだ

対　象
保険の種類

たら

損害賠償に備える保険（強制加入） ×自賠責保険

損害賠償に備える保険（任意加入） 個人賠償責任保険など任意の自動車保険

自転車事故自動車事故
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ケガ人の救護 ケガ人がいる場合は、ケガ人の手当てが最優先です。
まず救急車を呼びましょう。1

道路上の危険防止 二次災害を防止するため、路肩や歩道など安全な場所に
自転車を移動させましょう。2

警察への連絡 現場をよく確認し、落ち着いて警察に連絡しましょう。
警察への届出がないと、「交通事故証明書」が発行されません。3

事故状況の確認 事故の相手方の名前、住所、連絡先などを確認し、
簡単な事故状況メモをつくりましょう。4

損害保険会社への連絡 事故の状況をただちに損害保険会社または代理店に連絡し
てください。5

※個人賠償責任保険は、単独で加入する方法と他の保険の特約として加入する方法とがあります。特約として加入できる保険には、傷害保険、
火災保険、積立型の傷害保険や火災保険などがあり、自動車保険にも個人賠償責任保険（日常生活賠償責任）を特約として付けることができます。
詳しくは、損害保険会社や代理店にご確認ください。



自転車の通行等に関するルールが改正されました
～改正道路交通法が施行～
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自転車が歩道を走ることができる条件を明確化

子ども(13歳未満の者)にヘルメットを着用させるのは保護者の責任

2008.6.35000

JQA－EM1791
本部及び関東支部

損害保険に関することは
お気軽に、日本損害保険
協会そんがいほけん相談
室へご相談ください。

携帯・PHSからは

受付時間：午前9時～午後6時【月～金（祝日・休日を除く）】
70120-107808 103-3255-1306

● 歩道通行ができるのは、これまで「自転車歩道通行可」の道路標識があるときだけでしたが、
改正により次の内容が追加されました。

● 子どもの保護者は、子どもが自転車を運
転するときや、幼児を幼児用座席に乗せ
るときは、子どもに乗車用ヘルメットを
かぶらせるようにしましょう。

13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身
体の不自由な人が自転車を運転しているとき

※ いずれの場合でも、警察官や交通巡視員が歩行者の安全を確保するため歩道を通ってはいけないと指示した場合には、
歩道を自転車に乗って通行してはいけません。

車道または交通の状況からみて、歩道通行が
やむを得ない場合

※道路工事や駐車車両などのために、車道の左側走行
が困難な場合や、交通量が多く道幅が狭いなどのた
めに自動車と接触する危険がある場合など

※入手方法
日本損害保険協会のホームペー
ジからダウンロードできます。
http://www.sonpo.or.jp

損害保険を楽しく学べる
「そんぽのホント」
（フレッシャーズガイド）

ヘルメットを
かぶりましょうね




